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答  申 
Ⅰ 社会保障・税番号制度関係 

 １ 「個人情報」・「特定個人情報」の定義 

 （１）容易照合性（第２条第１号本文括弧書） 

 

 
   
  【説明】 
   １ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）では、地方公共団

体が保有する個人情報を、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「個人情報保護法」という。）上の個人情報と定義するため（番

号法第２条第３項）、番号法上の個人情報といえるためには、他の情報と照

合する際に容易に照合できることが求められる（個人情報保護法第２条第１

項）。 
     これに対し、千葉県個人情報保護条例（平成５年千葉県条例第１号。以下

「条例」という。）上の個人情報といえるためには、他の情報と照合する際

に照合できれば足り（第２条第１号）、容易に照合できることまでは求めら

れない。 
     そのため、番号法上の「個人情報」と条例上の「個人情報」との間に、文

理上の差異が生ずることとなり、これらの整合を図る必要があるとも思われ

る（条例第２条第１号本文括弧書）。 
   ２ しかしながら、番号法がその取扱いを定める個人情報は、特定個人情報に

限られている。 
     そして、特定個人情報（番号法第２条第８項）は、個人番号が必ず含まれ

ることにより、常に他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識

別できるということができる。 
     したがって、番号法上の個人情報の範囲と条例上の個人情報の範囲との間

に、文理上、広狭の差が生じたとしても、特定個人情報の範囲に関しては、

番号法と条例との間に実質上の差異を生じさせるものではない。 
  

 条例の「個人情報」の定義のうち括弧書の部分については、改正すること

を要しない。 
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 （２）法人等の役員情報（第２条第１号ただし書） 

 

  
  

  【説明】 

   １ 条例上、「個人情報」に、法人その他の団体に関して記録された情報に含

まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報（以下「法人等の役員情報」

という。）を含めていない（第２条第１号ただし書）。これに対し、番号法に

規定される「特定個人情報」では、個人情報保護法上の個人情報のうち個人

番号をその内容に含むものをいうことから（番号法第２条第８項）、法人等

の役員情報が含まれる（個人情報保護法第２条第１項）。そのため、本県に

おける「特定個人情報」には法人等の役員情報が含まれ、特定個人情報以外

の「個人情報」には法人等の役員情報は含まれないこととなる。 

   ２ しかし、法人等の役員情報は、当該法人等の機関の情報であると同時に、

役員個人の情報でもあり、役員の自宅の住所や電話番号などの情報について

は、その取扱い如何によっては当該役員個人の権利利益が侵害されるおそれ

がある。 

     そこで、役員も個人であるという点に着目して、条例による保護の対象と

することが適当である。 

   ３ また、このような条例改正は、県民等の権利利益の保護範囲を拡大するも

のであることから、条例第１条に規定する「個人の権利利益の保護を図ると

ともに、県政に対する信頼の確保に資する」という目的にも合致するもので

ある。 
  

 条例上の「個人情報」の定義のうち、ただし書の部分を削除し、法人等の

役員情報も「個人情報」として保護することが適当である。 
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 図 番号法（個人情報保護法）上の「個人情報」と条例上の「個人情報」 

【現行】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【答申】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 条例上の 

個人情報 

法人その他の団体の役員情報 他の情報と（容易で

はないが）照合でき、

それにより特定の個

人を識別することが

できるもの 

 番号法上の 

特定個人情報 

保護法上の個人情報 
    保護法上の 

    個人情報 

 

    条例上の 

    個人情報 

 

    番号法上の 

    特定個人情報  

 

 

 

 条例上の 

個人情報 

法人その他の団体の役員情報 他の情報と（容易で

はないが）照合でき、

それにより特定の個

人を識別することが

できるもの 

 番号法上の 

特定個人情報 

保護法上の個人情報 
    保護法上の 

    個人情報 

 

    条例上の 

    個人情報 

 

    番号法上の 

    特定個人情報  

 

条例上の「個人情報」は、 

法人その他の団体の役員情報 

の分が拡大する。 
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 ２ 任意代理による請求 

 （１）一般の個人情報の請求における任意代理（第１５条、第３０条及び第３９条） 

 

  

  【説明】 

   １ 番号法の規定により、特定個人情報に係る開示請求、訂正請求、利用停止

等請求（以下「開示請求等」という。）については、任意代理が認められる

こととなったが、これに伴い、一般の個人情報に係る開示請求等についても

任意代理を認めるということも考えられる。 

   ２ しかし、特定個人情報について任意代理が認められたのは、多岐にわたる

事務に利用される特定個人情報の漏えい等に対する県民等の不安感に対応

し、本人が自己の特定個人情報について監視することを容易にして県民等の

信頼を確保すること等を考慮したためである。 

     これに対し、一般の個人情報の場合は、多岐にわたる事務利用を前提とす

る特定個人情報の場合と異なり、依然として、任意代理を装った不正な請求

を抑止する必要性が大きいと考えられる。 

   ３ したがって、一般の個人情報に係る開示請求等について任意代理を認めな

い政策を維持した国の行政機関等と同様に、条例においても一般の個人情報

に係る請求について任意代理を認めないことが適当である。 
  

 一般の個人情報の請求における任意代理については、現在の取扱いを変更

することを要しない。 
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 （２）特定個人情報の請求が任意代理で行われた場合 

      ～本人意思の確認～（第１６条、第３１条及び第４０条） 

 

  

  【説明】 

   １ 番号法では、任意代理人の任意代理権を確認する方法として、委任状及び

当該代理人の本人確認書類を要求している。税理士が給与所得の源泉徴収票

等の法定調書を本人に代わって税務署に提出すること等については、一般に

は、県民の側が自ら知る情報を行政側に提供することになるため、任意代理

権を確認する書面は委任状だけでも問題はないといえる。しかし、開示請求

等については、県民の側は必ずしも認識しているわけではない行政側の保有

情報を取得することにつながるので、任意代理権を確認する書面は委任状だ

けとするのでは無権代理に対する不安が残る。 

     すなわち、任意代理人による開示請求等について、委任状は資格や身分に

制限なく誰でも作成できること等から、委任状の偽造等による無権代理が大

いに懸念される。開示請求の手軽さのみを重視し、任意代理権の確認の時点

での簡易性や効率性を求め、委任状だけで足りるとすることは適当ではない。 

     実施機関において、任意代理権の確認を簡便な方法にすることは、第三者

の無権代理による開示請求等を容易にさせるおそれがある。そうすると、任

意代理権を適正に確認するという県としての責任を果たしているとは言い

難く、かような方法は、個人の権利利益を保護し、県政に対する信頼を確保

するに足りるものとは到底言えない。 

   ２ したがって、委任状及び代理人の本人確認書類の提示・提出のみでは足り

ず、それ以外に何らかの方法を取ることが必要である。 

  

 任意代理人の代理権の確認は、委任状及び代理人の本人確認書類の提示・提

出のみでは足りず、何らかの方法を取ることが必要であると考える。 
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 ３ 特定個人情報の開示における開示費用の減免（第２９条） 

 

  

  

  【説明】 

   １ 国の行政機関において特定個人情報が開示される場合については、番号法

第２９条第１項及び第３０条第１項並びに行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５８号。以下「行政機関個人情報保護

法」という。）第２６条第２項の規定によって、「経済的困難その他特別の理

由があると認めるときは」、「手数料を減額し、又は免除することができる」

こととされる。 

     これに対し、条例においては、そもそも開示請求に係る手数料は徴収して

おらず、写しの交付に要する費用として、実費相当額の費用負担を求めてお

り（第２９条）、国の行政機関と本県では制度上の差異がある。 

   ２ しかし、国の行政機関において手数料の上記減免制度が設けられた趣旨は、

本人の意思に関わりなく付された個人番号によってデータマッチング等が

行われ、不正な情報連携が行われるのではないか等、国民・県民が特定個人

情報の取扱いに対して懸念や不安感を抱くおそれがあることから、かかる懸

念等に対応するため、本人の経済的事情の如何にかかわらず、自己に係る特

定個人情報の取扱いを確認できることが望ましいという点にある。 

   ３ そうだとすれば、このような趣旨は、手数料徴収によっているのか、費用

負担によっているのかという制度の差異にかかわりなく、いずれの制度につ

いても同様に当てはまるものである。 

     したがって、本県においても、特定個人情報の開示を行う場合であって、

請求者に経済的困難により費用を納付する資力がないと認めるときは、その

費用を免除することができる制度を設けることが適当である。 

 特定個人情報の開示を行う場合であって、請求者に経済的困難により費

用を納付する資力がないと認めるときは、その費用を免除することができ

る制度を設けることが適当である。 
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 ４ 特定個人情報（※）の利用停止等請求における利用停止等事由（第３９条） 

  ※本論点における「特定個人情報」は、情報提供等記録を除く特定個人情報をいう。 

 

  

  【説明】 

   １ 条例第３９条第１項第２号では、措置要求（条例第１１条第１項）又はオ

ンライン結合制限（同条第２項及び第３項）の規定違反を理由とする利用停

止等請求を認めている。そこで、特定個人情報の場合にも同号の利用停止等

請求を認めることになるようにもみえる。 

   ２ しかし、行政機関個人情報保護法の読替え・適用除外を定める番号法第 

２９条第１項は、特定個人情報の第三者提供について、同法第１９条以外の

他の法令等の規定の適用を認めないものとする趣旨であると解される。 

     そうすると、番号法上、措置要求やオンライン結合の適用が認められない

という法的効果が生じているか否かは別として、少なくとも、特定個人情報

保護制度の趣旨からは、条例上、措置要求やオンライン結合制限の規定は、

その適用を除外せざるを得ない。 

   ３ したがって、これらの規定違反を理由とする利用停止等請求も認められな

いことになる。 

  

 特定個人情報については、条例第１１条で規定する措置要求又はオンライ

ン結合制限の違反を理由とする利用停止等請求は、認められないことになる。 
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Ⅱ 社会保障・税番号制度関係以外 

   オンライン結合による提供制限の例外（第１１条第２項及び第３項） 

  

  

  【説明】 

   １ 条例第１１条第２項及び第３項の規定により、警察本部長以外の実施機関

がオンライン結合により個人情報を実施機関以外のものに提供しようとす

る場合、例外なく、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならず、審議会

で①公益上の必要、②相当の理由及び③必要な保護措置の判断をしている。 

     しかし、これまでに審議会に諮問された案件には、上記要件を満たす必要

がないと思われるものや、上記要件を充足していることが一見して明白であ

るものが見られる。そこで、諮問を不要とする場合の検討を行う。 

   ２ そもそも条例第１１条が定められた趣旨は、個人情報の提供先が県の実施

機関以外の場合には条例の拘束が及ばないことから、提供先における個人情

報の取扱いの適正を期する点にある。特に、同条第２項でオンライン結合が

制限されているのは、オンラインという手法によることで、個人の権利利益

を侵害するおそれが大きく、県民等の不安感が特に強いからである。 

     また、条例第１１条第３項でオンライン結合について審議会の意見が必要

とされるのは、有識者からなる第三者機関である審議会こそが上記の実質的

要件の判断をするのに相応しいことによる。 

   ３ そうだとすると、次の場合には、例外的に審議会の意見を聴く必要がない

ものとすることが適当である。 

   （１）法令等の規定に基づきオンライン結合により提供する場合 

      この場合、国会において十分に審議された結果、法令等が制定され、当

該法令等の規定においてオンライン結合を行うことが定められている。そ

のため、国会における十分な審議により、オンライン結合制限規定が意図

している県民等の懸念は払しょくされていると考えられる。 

 

 

 オンライン結合による提供制限について、審議会の意見を必要としない例

外的な場合を定める規定を設けることが適当である。 
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   （２）インターネットにおける実施機関のウェブサイトに個人情報を掲載する

ことにより提供する場合 

      そもそも、オンライン結合制限の規定は、オンライン結合という手段に

着目して、当該手段を制限するものであって、提供自体を制限するもので

はなく、提供自体の制限は、条例第１０条で定められている。 

      そうすると、本件の場合は、実施機関として、万人に対して積極的に情

報を提供していくことを決定した時点において、すでに当該情報が公表し

て差し支えない個人情報であるとしてその提供が条例第１０条の提供制

限の適用を受けないことになるので、インターネットのウェブサイトでも

公表できるとして例外的に扱うことにすれば、オンライン結合の制限をす

る必要はなくなっている。 

   （３）本人の同意に基づき当該本人に関する個人情報をオンライン結合により

提供する場合又は本人に関する個人情報を当該本人にオンライン結合に

より提供する場合 

      これらの場合は、本人が当該システムの仕組みを理解し、同意した上で

第三者に利用させているか、当該本人が利用している場合であるから、さ

らに個人情報の保護を図る必要性は乏しいものと考えられる。そうすると、

県民等の不安感に対応するというオンライン結合制限規定の趣旨は、適合

するものではない。 

      もっとも、本人の理解・同意が誤った観念や誤解に基づいている場合が

考えられないわけではない。したがって、実施機関においては、個別の事

務・事業ごとに、慎重に判断する必要がある。 
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【参考資料】 

 １ 諮問書 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

政法第２５０１号 

  

  

千葉県個人情報保護審議会 様 

                                      

社会保障・税番号制度の導入に伴う個人情報保護制度の在り方

について（諮問） 

  

 平成２５年５月に公布された行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」と

いう。）により、平成２８年１月から社会保障・税番号制度が導入される予定

であり、地方公共団体においても必要な措置を講ずるものとされています（番

号法第３１条）。 

 しかし、国の個人情報保護制度と本県の個人情報保護制度との間に相違点

が存すること等から、番号法第２９条及び第３０条による特例措置をそのま

ま本県の条例に当てはめるだけでは、特定個人情報の適切な保護を図ること

ができないものと考えられます。 

 そこで、番号法施行後における特定個人情報を中心とした個人情報の適切

な保護を図るため、社会保障・税番号制度の導入に伴う個人情報保護制度の

在り方について諮問します。 

 平成２７年１月１９日 

  

千葉県知事 鈴 木 栄 治  
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 ２ 千葉県個人情報保護審議会委員名簿 

氏 名 所属団体名・役職 備考 

土 屋   俊 大学評価・学位授与機構研究開発部教授 会 長 

松 村 雅 生 日本大学大学院法務研究科教授  

勝 山   信 四街道市監査委員  

中曽根 玲 子 國學院大學専門職大学院法務研究科教授  

藤 岡 園 子 弁護士  

海 野 朋 子 千葉家庭裁判所家事調停委員  

永 嶋 久美子 弁護士  

 

 

 ３ 審議経過 

回数 年 月 日 審 議 事 項 

― 平成２７年１月１９日 ・諮問 

第１回 平成２７年２月１９日 ・社会保障・税番号制度関係 

第２回 平成２７年３月３日 ・社会保障・税番号制度関係以外 

・答申案の検討 
第３回 平成２７年３月２６日 ・答申案の検討 

第４回 平成２７年４月７日 ・答申案の検討 
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 ４ 千葉県個人情報保護条例（現行） 

  平成五年二月十八日 

  条例第一号 

改正 平成 七年一〇月一三日条例第六四号 平成一二年 三月二四日条例第一六号  

   平成一二年一二月 八日条例第六五号 平成一二年一二月 八日条例第七七号  

   平成一七年 二月二二日条例第一七号 平成一七年 二月二二日条例第四五号  

   平成一九年 七月一〇日条例第四四号 平成二一年 三月 六日条例第一四号  

  平成二七年 三月二〇日条例第一九号   

   目 次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護 

第一節 個人情報の取扱い（第七条―第十四条） 

第二節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等（第十五条―第四十五条） 

第三節 不服申立て等（第四十六条―第五十条） 

第四節 他の制度との調整等（第五十一条・第五十二条） 

第三章 事業者が取り扱う個人情報の保護（第五十三条―第五十八条） 

第四章 雑則（第五十九条―第六十一条） 

第五章 罰則（第六十二条―第六十七条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、県の機関が保有する個人情

報の開示、訂正及び利用停止等を請求する権利等を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図

るとともに、県政に対する信頼の確保に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。ただし、法人その他の団体に関して

記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。 

二 実施機関 知事、議会、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委

員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び警察本部長を

いう。 

三 行政文書 実施機関（議会にあっては、議会事務局。以下この号において同じ。）の職員が職務上作

成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が

組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除

く。 

イ 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行さ

れるもの 

ロ 県の文書館、博物館その他の規則で定める施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術

研究用の資料として特別の管理がされているもの 

ハ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、規則で定めるも

の 

四 事業者 法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関す

る法律（平成十五年法律第五十九号）第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）、

地方公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一

項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）を除く。以下「法人等」という。）及び事業を

営む個人をいう。 

（実施機関の責務） 

第三条 実施機関は、個人の権利利益を十分尊重して、この条例を解釈し、運用するとともに、個人情報の

保護に関し必要な措置を講じなければならない。 

（事業者の責務） 

第四条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害す

ることのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うとともに、個人情報の保護に関する県の施策に協力す

る責務を有する。 
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２ 前項に規定するもののほか、県が出資する法人のうち実施機関が定める法人は、この条例に基づき当該

実施機関が行う個人情報の取扱いに留意しつつ、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を

講ずる責務を有する。 

（県民の責務） 

第五条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の

個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

（適用除外） 

第六条 この条例の規定は、次の各号に掲げる個人情報については、適用しない。 

一 統計法（平成十九年法律第五十三号）第二条第十一項に規定する調査票情報に含まれる個人情報 

二 統計法第二十七条第一項の規定により整備された同法第二条第八項に規定する事業所母集団データ

ベースに含まれる個人情報 

三 統計法第二条第十項に規定する行政記録情報（同法第十六条の規定により同法第二条第六項に規定す

る基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合及び同条第一項に規定する行政機関の長

からその取扱いに関する業務の委託を受けた場合において、同法第二十九条第一項の規定により提供

を受けたものに限る。）に含まれる個人情報 

第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護 

第一節 個人情報の取扱い 

（個人情報取扱事務に関する登録及び閲覧等） 

第七条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述、個人別に付

された番号、記号その他の符号等により当該個人を検索し得る状態で個人情報が整理して記録される行政

文書を使用するもの（以下この条において「個人情報取扱事務」という。）について、次の各号に掲げる

事項を登録した登録簿を備え置いて、一般の閲覧に供しなければならない。 

一 個人情報取扱事務の名称 

二 個人情報取扱事務を所管する組織の名称 

三 個人情報取扱事務の目的 

四 個人情報取扱事務に係る個人の類型 

五 前号の個人の類型ごとの次の事項 

イ 個人情報の項目 

ロ 個人情報を収集する理由 

ハ 個人情報の主な収集先 

ニ 個人情報の主な提供先 

六 その他実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務につい

て前項の登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 実施機関は、登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る

登録を抹消しなければならない。 

４ 実施機関は、第一項の登録簿に登録した事項を公表するものとする。 

５ 前各項の規定は、次の各号に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。 

一 県の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与及び福利厚生に

関する事項並びにこれらに準ずる事項を取り扱うもの 

二 犯罪の捜査を目的とする個人情報取扱事務 

６ 実施機関が公安委員会又は警察本部長である場合にあっては、第一項から第四項までの規定にかかわら

ず、個人情報取扱事務について、第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項の一部若しくは全

部、同項第五号ロからニまでに掲げる事項の一部若しくは全部若しくは同号イに掲げる個人情報の項目の

一部若しくは全部を登録簿に登録し、又は当該個人情報取扱事務を登録簿に登録することにより、当該個

人情報取扱事務の性質上、当該個人情報取扱事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認め

るときは、同項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項の一部若しくは全部、同項第五号ロからニ

までに掲げる事項の一部若しくは全部若しくは同号イに掲げる個人情報の項目の一部若しくは全部を登

録簿に登録せず、又は当該個人情報取扱事務について登録しないことができる。 

（収集の制限） 

第八条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を

達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

２ 実施機関は、思想、信条及び宗教に係る個人情報並びに千葉県個人情報保護審議会（以下「審議会」と

いう。）の意見を聴いた上で社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として実施機関が定めるもの

を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

一 法令又は条例（以下「法令等」という。）に基づいて収集するとき。 

二 個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、交通の取締りその他公共
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の安全と秩序の維持を目的とする事務の目的を達成するために収集するとき。 

三 審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると認めて収

集するとき。 

３ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当するときは、この限りでない。 

一 法令等に基づいて収集するとき。 

二 本人の同意に基づいて収集するとき。 

三 出版、報道等により公にされているものを収集するとき。 

四 個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、交通の取締りその他公共

の安全と秩序の維持を目的とする事務の目的を達成するために収集するとき。 

五 他の実施機関から第十条各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。 

六 審議会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達

成に支障が生じ、又は円滑な遂行を困難にするおそれがあると認めて収集するとき、その他本人以外

のものから収集することに相当の理由があると認めて収集するとき。 

（正確性及び安全性の確保） 

第九条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲内で個人情報を正確なものに保つよう努

めなければならない。 

２ 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措

置（以下「安全確保の措置」という。）を講じなければならない。 

３ 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなけれ

ばならない。ただし、歴史的な資料として保存されるものについては、この限りでない。 

（利用及び提供の制限） 

第十条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関の内部に

おいて利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、この限りでない。 

一 法令等に基づいて利用し、又は提供するとき。 

二 本人の同意に基づいて利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。 

三 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供するとき。 

四 個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、交通の取締りその他公共

の安全と秩序の維持を目的とする事務の目的を達成するために利用し、又は提供する場合であって、

当該目的の達成に必要な限度で利用し、又は提供し、かつ、利用し、又は提供することについて相当

の理由があるとき。 

五 審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認めて利用し、又は提供すると

き。 

（実施機関以外のものに対する提供の制限） 

第十一条 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において必要があると認めるときは、

提供を受けるものに対し、当該個人情報について、その使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制

限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。 

２ 実施機関は、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じ

られていると認められる場合でなければ、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合（実施機関

の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結

合」という。）により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。 

３ 実施機関は、オンライン結合により個人情報を実施機関以外のものに提供しようとするときは、あらか

じめ、審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 実施機関が警察本部長である場合にあっては、個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、

鎮圧若しくは捜査、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的とする事務の目的を達成するため、

警察庁又は他の都道府県警察にオンライン結合により個人情報を提供しようとするときは、前項の規定は、

適用しない。 

（委託に伴う措置等） 

第十二条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託をするときは、個人情報の保護のために必要な措置

を講じなければならない。 

２ 実施機関から前項の委託を受けたものは、安全確保の措置を講じなければならない。 

３ 第一項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

（指定管理者の指定に伴う措置等） 

第十三条 実施機関は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三項の規定によ

り法人その他の団体であって県が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に公の施設の管理を行わ
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せるときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定管理者は、安全確保の措置を講じなければならない。 

３ 指定管理者の公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得

た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

（職員等の義務） 

第十四条 個人情報を取り扱う実施機関の職員又は職員であった者は、その職務上知り得た個人情報をみだ

りに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

第二節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等 

（開示請求権） 

第十五条 何人も、実施機関に対し、行政文書に記録された自己の個人情報の開示の請求（以下「開示請求」

という。）をすることができる。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人に代わって開示請求をする

ことができる。 

（開示請求の手続） 

第十六条 開示請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載し

た書面（以下「開示請求書」という。）を実施機関に提出しなければならない。 

一 開示請求をしようとする者の氏名及び住所 

二 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、当該未成年者又

は成年被後見人の氏名及び住所 

三 開示請求に係る個人情報が記録されている行政文書の件名その他の開示請求に係る個人情報を特定

するに足りる事項 

四 その他実施機関の定める事項 

２ 開示請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、自己が開示請求に係る個人情報の本人

又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類を実施機関に提出し、又は提示しなければな

らない。 

３ 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認められるとき又は前項の規定による書類の提出若し

くは提示がないとき若しくはその内容に不備があると認められるときは、開示請求をした者（以下「開示

請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、

実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

（個人情報の開示義務） 

第十七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報（以下

「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開

示しなければならない。 

一 法令等の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有す

る国の機関の指示その他これに類する行為により、開示請求者に開示することができない情報 

二 開示請求者（第十五条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が当該未成年者又

は成年被後見人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該未成年者又は成年被後見人をいう。

以下この号及び次号、次条第二項並びに第二十六条において同じ。）以外の個人に関する情報（事業

を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合すること

により、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は開示請

求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個

人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されてい

る情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第二条第一項に規定する国

家公務員（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人

の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和二十五年法律第

二百六十一号）第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。）で

ある場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公

務員等の職及び氏名（警察職員であって規則で定めるものの氏名を除く。）並びに当該職務遂行の

内容に係る部分 

ニ その他開示することにより当該開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがない情報 

三 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲

げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認

められる情報を除く。 
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イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあるもの 

ロ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個

人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報

の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 

四 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序

の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

五 県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間にお

ける審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の

者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

六 県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業

に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、

当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を

困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独

立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ハ 指導、相談、評価、選考、判定、診断等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務

の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な遂行に支障を及ぼすおそれ 

ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ヘ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る

事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

七 第十五条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が当該未成年者又は成年被後

見人に代わって行う開示請求に係る情報であって、開示することにより当該未成年者又は成年被後見

人の権利利益を害するおそれがあるもの 

（部分開示） 

第十八条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に

該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につ

き開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る個人情報に前条第二号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識別することができるも

のに限る。）が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の

特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者

以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情

報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

（裁量的開示） 

第十九条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報（第十七条第一号に該当する情報を除く。）

が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請

求者に対し、当該個人情報を開示することができる。 

（個人情報の存否に関する情報） 

第二十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情

報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を

拒否することができる。 

（開示請求に対する措置） 

第二十一条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、

開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しな

ければならない。 

２ 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき（前条の規定により開示請求を拒否する

とき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。）は、開示しない旨の決定をし、開示請

求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、その理由を前各項に規定す

る書面に記載しなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明らかにす

ることができるときは、その期日を当該書面に記載しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第二十二条 前条第一項及び第二項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日から十

五日以内にしなければならない。ただし、第十六条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当
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該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定

する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、

速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第二十三条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十五日以内にそ

のすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、

前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に

開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合におい

て、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面によ

り通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 

二 残りの個人情報について開示決定等をする期限 

（議会の開示決定等の期限の特例） 

第二十四条 実施機関のうち議会が開示決定等をする場合において、第二十二条の規定による開示決定等を

しなければならない期間に、任期満了、議会の解散その他の事由により議会の議長及び副議長がともに欠

けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 

（開示請求に係る事案の移送） 

第二十五条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他他

の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、

当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、

開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての

開示決定等をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を

受けた実施機関がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第二十一条第一項の決定（以下「開示決定」という。）

をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施

機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第二十六条 開示請求に係る個人情報に県及び開示請求者以外のものに関する情報が含まれているときは、

実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る県及び開示請求者以外のものに対し、当該県

及び開示請求者以外のものに関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出す

る機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、開示請求に係る個人情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法

人及び開示請求者以外のもの（以下この条、第四十七条及び第四十八条において「第三者」という。）に

関する情報が含まれている場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当

該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面によ

り通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場

合は、この限りでない。 

一 当該第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関

する情報が第十七条第二号ロ若しくはニ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認めら

れるとき。 

二 当該第三者に関する情報が含まれている個人情報を第十九条の規定により開示しようとするとき。 

３ 実施機関は、前各項の規定により意見書の提出の機会を与えられたものが当該意見書の提出の機会を与

えられたものに関する情報の開示に反対の意見を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）を提出

した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間

を置かなければならない。この場合において、実施機関は，開示決定後直ちに、反対意見書を提出したも

のに対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

（開示の実施） 

第二十七条 個人情報の開示は、当該個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交

付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定め

る方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が

記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由がある

ときは、その写しにより、これを行うことができる。 

２ 開示決定の通知を受けた者は、実施機関の定めるところにより、当該開示決定に係る開示を受ける場合

には、自己が当該開示決定に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な

書類として実施機関が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。 
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３ 開示決定の通知を受けた者が、第一項の規定による開示を、写しの交付により受ける場合であって当該

写しの送付を希望するとき又は実施機関が定める方法により受ける場合であって当該方法によるものの

送付（送付により行うことができる場合に限る。）を希望するときは、実施機関の定めるところにより、

実施機関にその旨を申し出なければならない。この場合において、当該送付を希望する者のうち前項の規

定による提出又は提示をする必要がない者として実施機関が定める者については、同項の規定は、適用し

ない。 

（開示請求及び開示の特例） 

第二十八条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第十六条第一項の規定にかかわらず、開示

請求は、口頭により行うことができる。 

２ 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報を開

示するかどうかの決定をしないで、直ちに開示するものとする。この場合において、開示は、前条第一項

の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により行うものとする。 

３ 第十六条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の規定による口頭による開示請求について準用する。 

（費用負担） 

第二十九条 開示請求をして文書又は図画の写しその他物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を

負担しなければならない。 

（訂正請求権） 

第三十条 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実

施機関に対し、その訂正（追加又は削除を含む。以下同じ。）の請求（以下「訂正請求」という。）をす

ることができる。 

２ 第十五条第二項の規定は、訂正請求について準用する。 

（訂正請求の手続） 

第三十一条 訂正請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載

した書面を実施機関に提出しなければならない。 

一 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所 

二 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、当該未成年者又

は成年被後見人の氏名及び住所 

三 訂正請求に係る個人情報が記録されている行政文書の件名その他の訂正請求に係る個人情報を特定

するに足りる事項 

四 訂正請求の趣旨及び理由 

五 その他実施機関の定める事項 

２ 訂正請求をしようとする者は、訂正請求の趣旨及び理由が事実に合致することを明らかにする書類等を

実施機関に提出し、又は提示しなければならない。 

３ 第十六条第二項及び第三項の規定は、訂正請求について準用する。 

（個人情報の訂正義務） 

第三十二条 実施機関は、訂正請求があった場合は、必要な調査を行い、当該訂正請求に理由があると認め

るときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしな

ければならない。ただし、法令の定めがあるときその他訂正をしないことにつき正当な理由があるときは、

この限りでない。 

（訂正請求に対する措置） 

第三十三条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をし

た者（以下「訂正請求者」という。）に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、

その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。 

（訂正決定等の期限） 

第三十四条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請求があった日から三十日以内にし

なければならない。ただし、第三十一条第三項において準用する第十六条第三項の規定により補正を求め

た場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定

する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、

速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（訂正決定等の期限の特例） 

第三十五条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相

当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内

に、訂正請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 

二 訂正決定等をする期限 
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（議会の訂正決定等の期限の特例） 

第三十六条 第二十四条の規定は、実施機関のうち議会が訂正決定等をする場合に準用する。 

（訂正請求に係る事案の移送） 

第三十七条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が第二十五条第三項の規定による開示に係るものである

ときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機

関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした

実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての

訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送

を受けた実施機関がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第三十三条第一項の決定（以下「訂正決定」という。）

をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 

（個人情報の提供先への通知） 

第三十八条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認め

るときは、当該個人情報の提供先に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。 

（利用停止等請求権） 

第三十九条 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求をすることができる。 

一 第八条の規定に違反して収集されたとき又は第十条の規定に違反して利用されているとき 当該個

人情報の利用の停止又は消去 

二 第十条又は第十一条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止 

２ 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報により、自己の個人情報が第八条の規定に違反

して収集されようとしていることが明らかであると認めるときは、当該個人情報の収集の停止を請求する

ことができる。 

３ 第十五条第二項の規定は、第一項に規定する個人情報の利用の停止、消去若しくは提供の停止又は前項

に規定する個人情報の収集の停止（以下「利用停止等」という。）の請求（以下「利用停止等請求」とい

う。）について準用する。 

（利用停止等請求の手続） 

第四十条 前条の規定により利用停止等請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、次の各

号に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。 

一 利用停止等請求をしようとする者の氏名及び住所 

二 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が利用停止等請求をしようとする場合にあっては、当該未成

年者又は成年被後見人の氏名及び住所 

三 利用停止等請求に係る個人情報が記録されている行政文書の件名その他の利用停止等請求に係る個

人情報を特定するに足りる事項 

四 利用停止等請求の趣旨及び理由 

五 その他実施機関が定める事項 

２ 利用停止等請求をしようとする者は、利用停止等請求の趣旨及び理由を明らかにする書類等を実施機関

に提出し、又は提示しなければならない。 

３ 第十六条第二項及び第三項の規定は、利用停止等請求について準用する。 

（個人情報の利用停止等義務） 

第四十一条 実施機関は、利用停止等請求があった場合は、必要な調査を行い、当該利用停止等請求に理由

があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、

当該利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停

止等をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支

障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

（利用停止等請求に対する措置） 

第四十二条 実施機関は、利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等をするときは、その旨の決定をし、

利用停止等請求をした者（以下「利用停止等請求者」という。）に対し、その旨を書面により通知しなけ

ればならない。 

２ 実施機関は、利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等をしないときは、その旨の決定をし、利用停

止等請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。 

（利用停止等決定等の期限） 

第四十三条 前条各項の決定（以下「利用停止等決定等」という。）は、利用停止等請求があった日から三

十日以内にしなければならない。ただし、第四十条第三項において準用する第十六条第三項の規定により

補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定
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する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止等請求者

に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（利用停止等決定等の期限の特例） 

第四十四条 実施機関は、利用停止等決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわら

ず、相当の期間内に利用停止等決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規

定する期間内に、利用停止等請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 

二 利用停止等決定等をする期限 

（議会の利用停止等決定等の期限の特例） 

第四十五条 第二十四条の規定は、実施機関のうち議会が利用停止等決定等をする場合に準用する。 

第三節 不服申立て等 

（不服申立てがあった場合の手続等） 

第四十六条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等について行政不服審査法（昭和三十七年法律第

百六十号）に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関

は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審議会に諮問しなければならない。 

一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 

二 決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定

を除く。以下この号及び第四十八条において同じ。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係

る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出さ

れているときを除く。 

三 決定又は裁決で、不服申立てに係る訂正決定等（訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除

く。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることと

するとき。 

四 決定又は裁決で、不服申立てに係る利用停止等決定等（利用停止等請求の全部を容認して利用停止等

をする旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止等請求の全部を

容認して利用停止等をすることとするとき。 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）は、前項の規定による諮問に

対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該不服申立てに対する決定又は裁決を行わな

ければならない。 

（諮問をした旨の通知） 

第四十七条 諮問実施機関は、次の各号に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

一 不服申立人及び参加人 

二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止等請求者（これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除

く。） 

三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が不服申立人又

は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続） 

第四十八条 第二十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について

準用する。 

一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決 

二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の決定又は裁決

（第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。） 

（審議会の調査権限） 

第四十九条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書の提示を求めることが

できる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることがで

きない。 

２ 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 

３ 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報の内容を

審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。 

４ 第一項及び前項に定めるもののほか、審議会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又

は諮問実施機関（以下「不服申立人等」という。）に意見の陳述若しくは資料の提出を求めること、適当

と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすること又は不服申立人等に口

頭で意見を述べる機会若しくは意見書若しくは資料を提出する機会を与えることができる。 

５ 審議会は、前二項の規定により不服申立人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益

を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、不服申立人等（当該意見書又は

資料を提出したものを除く。）に対し、当該意見書又は資料の写しを送付しなければならない。 

（苦情の処理） 
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第五十条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速にこれを処理するよう努め

るものとする。 

第四節 他の制度との調整等 

（他の制度との調整等） 

第五十一条 実施機関は、他の法令等（千葉県情報公開条例（平成十二年千葉県条例第六十五号）を除く。）

の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る個人情報が第二十七条第一項本文に規定する方法と同一

の方法で開示することとされている場合（開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限

る。）には、同項本文の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わ

ない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りで

ない。 

２ 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第二十七条第一項本文の閲覧と

みなして、前項の規定を適用する。 

３ 第一項の規定により開示を受けた場合には、第三十条又は第三十九条の規定の適用については、開示を

受けたものとみなす。 

４ 他の法令等の規定により、個人情報の訂正又は利用停止等の手続が定められている場合においては、こ

の章第二節中個人情報の訂正又は利用停止等の手続に係る規定は、適用しない。 

第五十二条 この章の規定は、県の文書館、図書館、博物館その他これらに類する施設において、一般の利

用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。 

２ この章第二節及び前節の規定は、次の各号に掲げる個人情報については、適用しない。 

一 法律の規定により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号）

第四章の規定を適用しないこととされている書類等に記録された個人情報 

二 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、

刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る個人情報（当該裁判、処分若しくは執行を

受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。） 

第三章 事業者が取り扱う個人情報の保護 

（事業者の自主的対応のための指導助言） 

第五十三条 知事は、事業者が自ら個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう指導

及び助言を行うものとする。 

（説明又は資料の提出の要求） 

第五十四条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明

らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。 

（是正の勧告） 

第五十五条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、審議会の意見

を聴いて、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。 

（事実の公表） 

第五十六条 知事は、事業者が、第五十四条の規定による説明を正当な理由なく行わず、若しくは虚偽の説

明を行い、若しくは同条の規定による資料を正当な理由なく提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したと

き、又は前条の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。この場合において、

知事は、あらかじめ、当該事業者から意見の聴取を行うとともに、審議会の意見を聴かなければならない。 

（苦情相談の処理） 

第五十七条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、適切かつ迅速にこ

れを処理するよう努めるものとする。 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第五十八条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するために必要がある

と認めるときは、国及び他の地方公共団体に協力を要請し、又は国及び他の地方公共団体の協力の要請に

応ずるものとする。 

第四章 雑則 

（運用状況の公表） 

第五十九条 知事は、毎年一回、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。 

（審議会の建議等） 

第六十条 審議会は、この条例の運用に関する事項について調査審議し、知事その他の実施機関に対し、個

人情報保護制度の在り方について建議することができる。 

２ 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（委任） 

第六十一条 この条例の施行に関し、実施機関が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は実施機関が、

事業者が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は知事が定める。 

第五章 罰則 
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第六十二条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第十二条第一項の委託を受けた事務に従事して

いる者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された行政個

人情報ファイル（個人情報を含む情報の集合物のうち、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情

報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した行政文書をいい、その全部又は一

部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処

する。 

２ 指定管理者の当該指定管理者に係る公の施設の管理の業務として個人情報を取り扱う事務に従事して

いる者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報フ

ァイル（個人情報を含む情報の集合物のうち、当該公の施設の管理の業務に係る特定の個人情報を電子計

算機を用いて検索することができるように体系的に構成した物をいい、その全部又は一部を複製し、又は

加工したものを含む。）を提供したときも、前項と同様とする。 

第六十三条 前条各項に規定する者が、それらの業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

第六十四条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密

に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以

下の罰金に処する。 

第六十五条 第十二条第一項の委託を受けた法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを

含む。以下この条において同じ。）若しくは指定管理者である法人の代表者若しくは管理人又は同項の委

託を受けた法人若しくは人若しくは指定管理者である法人の代理人、使用人その他の従業者が、同項の委

託を受けた法人若しくは人又は指定管理者である法人の業務に関して第六十二条又は第六十三条の違反

行為をしたときは、行為者を罰するほか、同項の委託を受けた法人若しくは人又は指定管理者である法人

に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第六十六条 第六十条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。 

第六十七条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の

過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第八条第二項及び第三項第六号並びに第十条第

五号中審議会の意見を聴くことに関する部分、第三十七条並びに附則第三項の規定は、同年四月一日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この条例（前項ただし書に規定する規定を除く。）の施行の際現に行われている個人情報を取り扱う事

務については、第七条第二項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「で現に行われて

いるものについては、この条例の施行の日以後、遅滞なく」と、第十一条第三項中「提供しようとすると

きは、あらかじめ」とあるのは「現に提供しているときは、この条例の施行の日以後、遅滞なく」として、

これらの規定を適用する。 

（千葉県行政組織条例の一部改正） 

３ 千葉県行政組織条例（昭和三十二年千葉県条例第三十一号）の一部を次のように改正する。 

別表第二中千葉県公文書公開審査会の項の次に次のように加える。 

千葉県個人情報保護審議会 千葉県個人情報保護条例（平成五年千葉県条例第一号）の規定によ

り、諮問に応じて調査審議し、これに関し必要と認める事項を答申

し、又は建議すること。 

 

別表第三中千葉県公文書公開審査会の項の次に次のように加える。 

  

千葉県個人情報保護審

議会 

会長委員 学識経験を有する者 七人 二年  

（千葉県公文書公開条例の一部改正） 

４ 千葉県公文書公開条例の一部を次のように改正する。 

第十五条第一項中「法令等」の下に「（千葉県個人情報保護条例（平成五年千葉県条例第一号）を除

く。）」を加える。 

附 則（平成七年十月十三日条例第六十四号） 

この条例は、平成八年四月一日から施行する。 

附 則（平成十二年三月二十四日条例第十六号） 

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成十二年十二月八日条例第六十五号抄） 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成十三年四月一日から施行する。（後略） 

附 則（平成十二年十二月八日条例第七十七号） 

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。 

附 則（平成十七年二月二十二日条例第十七号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第十二項の規定は公布の日から、第二条

第二号の改正規定（「教育委員会」の下に「、公安委員会」を加える部分及び「及び公営企業管理者」を

「、公営企業管理者及び警察本部長」に改める部分に限る。）、第七条第五項の改正規定、同条に一項を

加える改正規定、第八条第二項の改正規定、同条第三項第四号の改正規定、第十条第四号の改正規定及び

第十一条に一項を加える改正規定は公布の日から起算して一年二月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 

（平成一八年三月規則第三〇号で、同一八年四月一日から施行） 

２ この条例による改正後の千葉県個人情報保護条例（以下「新条例」という。）第五十二条第二項第二号

の規定は、この条例の施行の日から前項ただし書の規則で定める日までの間は、適用しない。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現にされているこの条例による改正前の千葉県個人情報保護条例（以下「旧条例」

という。）第十四条の規定による開示請求については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 前項の規定にかかわらず、同項の規定によりした旧条例第十七条第一項の規定による決定は、新条例の

相当規定によってした決定とみなす。この条例の施行前にした同項の規定による決定についても、同様と

する。 

５ この条例の施行の際現にされている旧条例第二十二条の規定による訂正請求については、新条例の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

６ 前項の規定にかかわらず、同項の規定によりした旧条例第二十四条第一項の規定による決定は、新条例

の相当規定によってした決定とみなす。この条例の施行前にした同項の規定による決定についても、同様

とする。 

７ この条例の施行の際現にされている旧条例第二十五条第一項に規定する不服申立ては、新条例第四十六

条第一項に規定する不服申立てとみなす。 

８ この条例の施行の際現に旧条例第二十五条第一項の規定により千葉県個人情報保護審議会に対しされ

ている諮問は、新条例第四十六条第一項の規定により千葉県個人情報保護審議会に対しされている諮問と

みなす。この場合において、当該諮問については、新条例第四十七条の規定は、適用しない。 

９ この条例の施行の際現にされている旧条例第二十六条の規定による是正の申出については、なお従前の

例による。この条例の施行前にされた同条の規定による是正の申出につきこの条例の施行後にされる同条

第五項の規定による通知に対する旧条例第二十七条の規定による再申出についても、同様とする。 

10 この条例の施行の際現にされている旧条例第二十七条の規定による再申出については、なお従前の例に

よる。 

11 第三項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。 

（準備行為） 

12 新条例第八条第二項若しくは第三項第六号、第十条第五号又は第十一条第三項の規定による千葉県個人

情報保護審議会への意見の聴取その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

附 則（平成十七年二月二十二日条例第四十五号） 

この条例は、公布の日から施行（中略）する。 

附 則（平成十九年七月十日条例第四十四号） 

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。 

附 則（平成二十一年三月六日条例第十四号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県個人情報保護条例第六条の規定は、統計法（平成十九年法律第五十三号）附則第九条第

三項ただし書に規定する情報については、適用しない。 

   附 則（平成二十七年三月二〇日条例第十九号） 

 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定（千葉県個人情報保護条例第十

七条第二号の改正規定を除く。）は、公布の日から施行する。 


